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大津市自転車駐車場条例（昭和５４年条例第３７号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○大津市自転車駐車場条例 ○大津市自転車駐車場条例 

昭和５４年１２月２４日 昭和５４年１２月２４日 

条例第３７号 条例第３７号 

附 則（平成３１年３月２５日条例第２１号）抄 附 則（平成３１年３月２５日条例第２１号）抄 

（施行期日） （施行期日） 

第１条 この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 第１条 この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

（大津市自転車駐車場条例の一部改正に伴う経過措置） （大津市自転車駐車場条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１３条 第１２条の規定による改正後の大津市自転車駐車場条例（次項

において「新条例」という。）別表の規定は、定期券又は回数駐車券に

よる利用の場合を除き、施行日以後の利用に係る駐車料金について適用

する。 

第１３条 第１２条の規定による改正後の大津市自転車駐車場条例（次項

において「新条例」という。）別表の規定は、定期券又は回数駐車券に

よる利用の場合を除き、施行日以後の利用に係る駐車料金について適用

する。 

２ 新条例別表の規定は、定期券又は回数駐車券による利用の場合にあっ

ては、施行日以後に交付した定期券又は回数駐車券による利用に係る駐

車料金について適用し、施行日前に交付した定期券又は回数駐車券によ

る利用に係る駐車料金については、なお従前の例による。 

２ 新条例別表の規定は、定期券又は回数駐車券による利用の場合にあっ

ては、施行日以後に交付した定期券又は回数駐車券による利用に係る駐

車料金について適用し、施行日前に交付した定期券又は回数駐車券によ

る利用に係る駐車料金については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大津市自転車駐車場条例（以下「新条例」という。）別表の

規定は、定期券又は回数駐車券による利用の場合を除き、この条例の

施行の日（以下「施行日」という。）以後の利用に係る駐車料金につい

て適用する。 
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３ 新条例別表の規定は、定期券又は回数駐車券による利用の場合にあっ

ては、施行日以後に交付した定期券又は回数駐車券による利用に係る

駐車料金について適用し、施行日前に交付した定期券又は回数駐車券

による利用に係る駐車料金については、なお従前の例による。 

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

（平９条例１６・平１９条例５３・平２５条例５９・平２６条例

２２・平３１条例２１・一部改正） 

（平９条例１６・平１９条例５３・平２５条例５９・平２６条例

２２・平３１条例２１・一部改正） 

区分 

種別 

一時駐車

料金（１日

１回につ

き） 

定期駐車料金 

１か月 ３か月 

学生 一般 学生 一般 

自転車 １１０円 １，１００

円 

１，５７０

円 

３，１４０

円 

４，４００

円 

原動機付自転車 ２２０円 ２，４８０円 ７，０４０円 

大型自動二輪車及

び普通自動二輪車 

２７０円 ３，１１０円 ８，８００円 

 

区分 

種別 

一時駐車

料金（１日

１回につ

き） 

定期駐車料金 

１か月 ３か月 

学生 一般 学生 一般 

自転車 １３０円 １，３６０

円 

１，９５０

円 

４，０８０

円 

５，８５０

円 

原動機付自転車 ２４０円 ３，６００円 １０，８００円 

大型自動二輪車及

び普通自動二輪車 

２９０円 ４，３５０円 １３，０５０円 

 

備考 備考 

この表中、「学生」とは学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１

条に規定する学校若しくは同法第１２４条に規定する専修学校又はこ

れらに準ずる教育施設として市長が認めるものに通学している者を、

「一般」とは学生以外の者をいう。 

この表中、「学生」とは学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１

条に規定する学校若しくは同法第１２４条に規定する専修学校又はこ

れらに準ずる教育施設として市長が認めるものに通学している者を、

「一般」とは学生以外の者をいう。 

 


